
 

定 款  
 

第 1 章 総 則  
 
（商   号）  

第 1 条 当 会 社 は、 HENNGE 株 式 会 社 と 称 し、 英 ⽂ で は、 HENNGE  K.K.    
と 表 ⽰ す る。  

 
（⽬   的）  

第 2 条 当 会 社 は 次 の 事 業 を 営 む こ と を ⽬ 的 と す る。  
  1 コ ン ピュー タ・ ソ フ ト ウェ ア の 企 画、 開 発、 設 計、 製 造、 

構 築、 運 ⽤、 保 守、 輸 出 ⼊ お よ び 販 売  
  2 イ ン ター ネッ ト 等 の ネッ ト ワー ク を 介 し た 情 報 処 理 サー ビ 

ス お よ び 情 報 提 供 サー ビ ス  
  3 コ ン ピュー タ・ シ ス テ ム の 分 析、 設 計  
  4 コ ン ピュー タ お よ び コ ン ピュー タ・ ソ フ ト ウェ ア の 導 ⼊ に 

関 す る コ ン サ ル ティ ン グ  
  5 コ ン ピュー タ お よ び コ ン ピュー タ 周 辺 機 器 の 企 画、 開 発、 

設 計、 製 造、 輸 出 ⼊ お よ び 販 売  
  6 前 各 号 に 付 帯 す る ⼀ 切 の 業 務  

 
（本 店 の 所 在 地）  

第 3 条 当 会 社 は、 本 店 を 東 京 都 渋 ⾕ 区 に 置 く。  
 
（機 関）  

第 4 条 当 会 社 は、 株 主 総 会 お よ び 取 締 役 の ほ か、 次 の 機 関 を 置 く。  
  1 取 締 役 会  
  2 監 査 役  
  3        監 査 役 会  
  4       会 計 監 査 ⼈  

 
（公 告 ⽅ 法）  

第 5 条 当 会 社 の 公 告 は、 電 ⼦ 公 告 と す る。 た だ し、 事 故 そ の 他 や む を 得 
な い 事 由 に よっ て 電 ⼦ 公 告 に よ る 公 告 を す る こ と が で き な い 場 合 
の 公 告 ⽅ 法 は、 ⽇ 本 経 済 新 聞 に 掲 載 す る ⽅ 法 と す る。  

 
第 2 章 株 式  

 
（発 ⾏ 可 能 株 式 総 数）  

第 6 条 当 会 社 の 発 ⾏ 可 能 株 式 総 数 は、 61,540,000 株 と す る。  
 
（単 元 株 式 数）  

第 7 条            当 会 社 の 1 単 元 の 株 式 数 は、 100 株 と す る。  
 
 
（単 元 未 満 株 式 に つ い て の 権 利）  
   第 8 条          当 会 社 の 単 元 未 満 株 式 を 有 す る 株 主 は、 そ の 有 す る 単 元 未 満 株 式     
                 に つ い て、 次 に 掲 げ る 権 利 以 外 の 権 利 を ⾏ 使 す る こ と が で き な い。  
                  1   会 社 法 第 189 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 権 利  
                  2   会 社 法 第 166 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 請 求 を す る 権 利  
                  3   株 主 の 有 す る 株 式 数 に 応 じ て 募 集 株 式 の 割 当 て お よ び 募 集 新 
                       株 予 約 権 の 割 当 て を 受 け る 権 利  
 

 



 

（⾃ ⼰ の 株 式 の 取 得）  
第 9 条          当 会 社 は、 会 社 法 第 165 条 第 2 項 の 規 定 に よ り、 取 締 役 会 の 決 議 に  

よっ て ⾃ ⼰ の 株 式 を 取 得 す る こ と が で き る。  
 
（株 主 名 簿 管 理 ⼈）  

第 10 条 当 会 社 は、 株 主 名 簿 管 理 ⼈ を 置 く。  
（ 2) 株 主 名 簿 管 理 ⼈ お よ び そ の 事 務 取 扱 場 所 は、 取 締 役 会 の 決 議 に よっ 

て 定 め る。  
（ 3 ） 当 会 社 の 株 主 名 簿 お よ び 新 株 予 約 権 原 簿 の 作 成 な ら び に 備 置 き、 そ 

の 他 の 株 主 名 簿、 新 株 予 約 権 原 簿 お よ び 株 券 喪 失 登 録 簿 に 関 す る 事 
務 は、 こ れ を 株 主 名 簿 管 理 ⼈ に 取 扱 わ せ、 当 会 社 に お い て は 取 り 扱 
わ な い。  

 
（株 式 取 扱 規 程）  

第 11 条 当 会 社 の 株 式 に 関 す る 取 扱 い お よ び ⼿ 数 料 並 び に 株 主 の 権 利 ⾏ 使 
の ⼿ 続 き 等 は、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か、 取 締 役 会 に お い て 定 め 
る 株 式 取 扱 規 程 に よ る。  

 
第 3 章 株 主 総 会  

 
（招 集）  

第 12 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 は、 毎 年 12 ⽉ に 招 集 し、 臨 時 株 主 総 会 は、 
必 要 が あ る と き に 随 時 こ れ を 招 集 す る。  

 
（定 時 株 主 総 会 の 基 準 ⽇）  

第 13 条 当 会 社 の 定 時 株 主 総 会 の 議 決 権 の 基 準 ⽇ は、 毎 年 9 ⽉ 30 ⽇ と す る。  
 
（招 集 権 者 及 び 議 ⻑）  

第 14 条 株 主 総 会 は、 取 締 役 社 ⻑ が こ れ を 招 集 し、 議 ⻑ と な る。  
(2) 取 締 役 社 ⻑ に 事 故、 も し く は ⽀ 障 が あ る と き は、 取 締 役 会 に お い て 

あ ら か じ め 定 め た 順 序 に 従 い、 他 の 取 締 役 が 株 主 総 会 を 招 集 し、 議 
⻑ と な る。  

 
（株 主 総 会 参 考 書 類 等 の イ ン ター ネッ ト 開 ⽰ と み な し 提 供）  

第 15 条 当 会 社 は、 株 主 総 会 の 招 集 に 際 し、 株 主 総 会 参 考 書 類、 事 業 報 
告、 計 算 書 類 お よ び 連 結 計 算 書 類 に 記 載 ま た は 表 ⽰ を す べ き 事 項 
に 係 る 情 報 を、 法 務 省 令 に 定 め る と こ ろ に 従 い イ ン ター ネッ ト を 
利 ⽤ す る ⽅ 法 で 開 ⽰ す る こ と に よ り、 株 主 に 対 し て 提 供 し た も の 
と み な す こ と が で き る。  

 
（決 議 の ⽅ 法）  

第 16 条 株 主 総 会 の 決 議 は、 法 令 ま た は 本 定 款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 
除 き、 出 席 し た 議 決 権 を ⾏ 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 の 過 
半 数 を もっ て ⾏ う。  

（ 2 ） 会 社 法 第 309 条 第 2 項 に 定 め る 決 議 は、 議 決 権 を ⾏ 使 す る こ と が で き 
る 株 主 の 議 決 権 の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し、 そ の 議 決 権 の 
3 分 の 2 以 上 を もっ て ⾏ う。  

 
（議 決 権 の 代 理 ⾏ 使）  

第 17 条 株 主 は、 当 会 社 の 議 決 権 を 有 す る 他 の 株 主 1 名 を 代 理 ⼈ と し て、 そ 
の 議 決 権 を ⾏ 使 す る こ と が で き る。  

   (2) 前 項 の 場 合、 株 主 ま た は 代 理 ⼈ は 代 理 権 を 証 す る 書 ⾯ を、 株 主 総 会 
ご と に 当 会 社 に 提 出 し な け れ ば な ら な い。  

 



 

 
（議 事 録）  

第 18 条 株 主 総 会 に お け る 議 事 の 経 過 の 要 領 お よ び そ の 結 果 な ら び に そ の 
他 法 令 に 定 め る 事 項 に つ い て は、 こ れ を 議 事 録 に 記 載 ま た は 記 録 
す る。  

 
第 4 章 取 締 役 お よ び 取 締 役 会  

 
（員 数）  

第 19 条 当 会 社 の 取 締 役 は、 10 名 以 内 と す る。  
 
（選 任 ⽅ 法）  

第 20 条 取 締 役 は、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る。  
   (2) 取 締 役 の 選 任 決 議 は、 議 決 権 を ⾏ 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 

の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を もっ て 
⾏ う。  

   (3) 取 締 役 の 選 任 決 議 は、 累 積 投 票 に よ ら な い も の と す る。  
 
（任   期）  

第 21 条 取 締 役 の 任 期 は、 選 任 後 2 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の 
も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の と き ま で と す る。  

   (2) 補 ⽋ ま た は 増 員 に よ り 選 任 さ れ た 取 締 役 の 任 期 は、 他 の 在 任 取 締 役 
の 任 期 の 満 了 す べ き と き ま で と す る。  

 
（取 締 役 会 の 招 集 権 者 お よ び 議 ⻑）  

第 22 条 取 締 役 会 は、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き、 取 締 役 社 ⻑ が 
こ れ を 招 集 し、 議 ⻑ と な る。  

   (2) 取 締 役 社 ⻑ に 事 故 が あ る と き は、 取 締 役 会 に お い て あ ら か じ め 定 め 
た 順 序 に 従 い、 他 の 取 締 役 が 取 締 役 会 を 招 集 し、 議 ⻑ と な る。  

 
（取 締 役 会 の 招 集 通 知）  

第 23 条 取 締 役 会 の 招 集 通 知 は、 会 ⽇ の 3 ⽇ 前 ま で に 各 取 締 役 お よ び 各 監 査 
役 に 対 し て 発 す る。 た だ し、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は、 こ の 期 間 
を 短 縮 す る こ と が で き る。  

   (2 ） 取 締 役 お よ び 監 査 役 の 全 員 の 同 意 が あ る と き は、 招 集 の ⼿ 続 き を 経 
な い で 取 締 役 会 を 開 催 す る こ と が で き る。  

 
（代 表 取 締 役 お よ び 役 付 取 締 役）  

第 24 条 取 締 役 会 は、 そ の 決 議 に よっ て 代 表 取 締 役 を 選 定 す る。  
（ 2 ） 取 締 役 会 の 決 議 に よっ て、 取 締 役 社 ⻑ 1 名 を 定 め る も の と し、 必 要 

に よ り 取 締 役 会 ⻑ 1 名、 取 締 役 副 社 ⻑、 専 務 取 締 役 お よ び 常 務 取 締 
役 各 若 ⼲ 名 を 定 め る こ と が で き る。  

 
（取 締 役 会 の 決 議 ⽅ 法）  

第 25 条 取 締 役 会 の 決 議 は、 議 決 に 加 わ る こ と が で き る 取 締 役 の 過 半 数 が 
出 席 し、 出 席 し た 取 締 役 の 過 半 数 を もっ て ⾏ う。  

 
（取 締 役 会 の 決 議 の 省 略）  

第 26 条 当 会 社 は、 取 締 役 の 全 員 が 取 締 役 会 の 決 議 事 項 に つ い て 書 ⾯ ま た 
は 電 磁 的 記 録 に よ り 同 意 し た と き は、 当 該 決 議 事 項 を 可 決 す る 旨 
の 取 締 役 会 の 決 議 が あっ た も の と み な す。 但 し、 監 査 役 が 異 議 を 
述 べ た と き は こ の 限 り で な い。  

 

 



 

（取 締 役 会 の 議 事 録）  
第 27 条 取 締 役 会 に お け る 議 事 の 経 過 の 要 領 お よ び そ の 結 果 な ら び に そ の 

他 法 令 に 定 め る 事 項 に つ い て は、 こ れ を 議 事 録 に 記 載 ま た は 記 録 
し、 出 席 し た 取 締 役 お よ び 監 査 役 は こ れ に 署 名 ま た は 記 名 押 印 
し、 ま た は 電 ⼦ 署 名 を ⾏ う。  

 
（取 締 役 会 規 程）  

第 28 条 取 締 役 会 に 関 す る 事 項 は、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か、 取 締 役 会 に 
お い て 定 め る 取 締 役 会 規 程 に よ る。  

 
（報 酬 等）  

第 29 条 取 締 役 の 報 酬、 賞 与 そ の 他 の 職 務 執 ⾏ の 対 価 と し て 当 会 社 か ら 受 
け る 財 産 上 の 利 益 （以 下、 「報 酬 等」 と い う。） は、 株 主 総 会 の 
決 議 に よっ て 定 め る。  

 
（取 締 役 の 責 任 免 除）  

第 30 条 当 会 社 は、 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 に よ り、 任 務 を 怠っ た こ と 
に よ る 取 締 役 （取 締 役 で あっ た 者 を 含 む。） の 損 害 賠 償 責 任 を、 
法 令 の 限 度 に お い て、 取 締 役 会 の 決 議 に よっ て 免 除 す る こ と が で 
き る。  

(2) 当 会 社 は、 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に よ り、 取 締 役 （業 務 執 ⾏ 取 
締 役 等 で あ る も の を 除 く。） と の 間 に、 任 務 を 怠っ た こ と に よ る 損 
害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で き る。 た だ し、 当 該 
契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は、 法 令 が 規 定 す る 額 と す る。  

 
第 5 章 監 査 役 お よ び 監 査 役 会  

 
（員 数）  

第 31 条 当 会 社 の 監 査 役 は、 3 名 以 内 と す る。  
 
（選 任 ⽅ 法）  

第 32 条 監 査 役 は、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る。  
  (2) 監 査 役 の 選 任 決 議 は、 議 決 権 を ⾏ 使 す る こ と が で き る 株 主 の 議 決 権 

の 3 分 の 1 以 上 を 有 す る 株 主 が 出 席 し、 そ の 議 決 権 の 過 半 数 を もっ て 
⾏ う。  

(3) 当 会 社 は、 会 社 法 第 329 条 第 3 項 の 規 定 に よ り、 法 令 に 定 め る 監 査 役 
の 員 数 を ⽋ く こ と と な る 場 合 に 備 え て、 株 主 総 会 に お い て 補 ⽋ 監 査 
役 を 選 任 す る こ と が で き る。  

(4) 前 項 の 補 ⽋ 監 査 役 の 選 任 に 係 る 決 議 が 効 ⼒ を 有 す る 期 間 は、 当 該 決 
議 後 4 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の も の に 関 す る 定 時 株 
主 総 会 の 開 始 の と き ま で と す る。  

 
（任   期）  

第 33 条 監 査 役 の 任 期 は、 選 任 後 4 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 終 の 
も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の と き ま で と す る。  

  (2) 任 期 の 満 了 前 に 退 任 し た 監 査 役 の 補 ⽋ と し て 選 任 さ れ た 監 査 役 の 任 
期 は、 退 任 し た 監 査 役 の 任 期 の 満 了 す べ き と き ま で と す る。  

 
（常 勤 の 監 査 役）  

第 34 条         監 査 役 会 は、 そ の 決 議 に よっ て 常 勤 の 監 査 役 を 選 定 す る。  
 
 
 

 



 

（監 査 役 会 の 招 集 通 知）  
第 35 条         監 査 役 会 の 招 集 通 知 は、 会 ⽇ の 3 ⽇ 前 ま で に 各 監 査 役 に 対 し て 発 す 

る。 た だ し、 緊 急 の 必 要 が あ る と き は、 こ の 期 間 を 短 縮 す る こ と 
が で き る。  

  (2) 監 査 役 全 員 の 同 意 が あ る と き は、 招 集 の ⼿ 続 き を 経 な い で 監 査 役 会 を 
開 催 す る こ と が で き る。  

 
（監 査 役 会 の 決 議 ⽅ 法）  

第 36 条         監 査 役 会 の 決 議 は、 法 令 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き、 監 査 役 
の 過 半 数 を もっ て ⾏ う。  

 
（監 査 役 会 規 程）  

第 37 条         監 査 役 会 に 関 す る 事 項 は、 法 令 ま た は 本 定 款 の ほ か、 監 査 役 会 に 
お い て 定 め る 監 査 役 会 規 程 に よ る。  

 
（報 酬 等）  

第 38 条 監 査 役 の 報 酬 等 は、 株 主 総 会 の 決 議 に よっ て 定 め る。  
 

 
（ 監 査 役 の 責 任 免 除 ）  

第 39 条 当 会 社 は、 会 社 法 第 426 条 第 1 項 の 規 定 に よ り、 任 務 を 怠っ た こ と に よ 
る 監 査 役 （監 査 役 で あっ た 者 を 含 む。） の 損 害 賠 償 責 任 を、 法 令 の 限 
度 に お い て、 取 締 役 会 の 決 議 に よっ て 免 除 す る こ と が で き る。  

  (2) 当 会 社 は、 会 社 法 第 427 条 第 1 項 の 規 定 に よ り、 監 査 役 と の 間 に、 任 務 
を 怠っ た こ と に よ る 損 害 賠 償 責 任 を 限 定 す る 契 約 を 締 結 す る こ と が で 
き る。 た だ し、 当 該 契 約 に 基 づ く 責 任 の 限 度 額 は、 法 令 が 規 定 す る 額 
と す る。  

 
第 6 章   会 計 監 査 ⼈  

 
（選 任 ⽅ 法）  

第 40 条         会 計 監 査 ⼈ は、 株 主 総 会 に お い て 選 任 す る。  
 
（任 期）  

第 41 条         会 計 監 査 ⼈ の 任 期 は、 選 任 後 1 年 以 内 に 終 了 す る 事 業 年 度 の う ち 最 
終 の も の に 関 す る 定 時 株 主 総 会 の 終 結 の と き ま で と す る。  

 (2)          前 項 の 定 時 株 主 総 会 に お い て 別 段 の 決 議 が な さ れ な い と き は、 当 該 定  
時 株 主 総 会 に お い て 再 任 さ れ た も の と す る。  

 
第 7 章 計 算  

 
（事 業 年 度）  

第 42 条 当 会 社 の 事 業 年 度 は、 毎 年 10 ⽉ 1 ⽇ か ら 翌 年 9 ⽉ 30 ⽇ ま で の 1 年 と す 
る。  

 
（剰 余 ⾦ の 配 当）  

第 43 条 剰 余 ⾦ の 配 当 は、 毎 年 9 ⽉ 30 ⽇ の 最 終 の 株 主 名 簿 に 記 載 ま た は 記 録 
さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し ⾏ う。  

  (2) 前 項 の ほ か、 基 準 ⽇ を 定 め て 剰 余 ⾦ の 配 当 を す る こ と が で き る。  
 
（中 間 配 当）  

第 44 条 当 会 社 は、 取 締 役 会 の 決 議 に よっ て、 毎 年 3 ⽉ 31 ⽇ の 最 終 の 株 主 名 
簿 に 記 載 ま た は 記 録 さ れ た 株 主 ま た は 登 録 株 式 質 権 者 に 対 し、 会 
社 法 第 454 条 第 5 項 に 定 め る 剰 余 ⾦ の 配 当 を ⾏ う こ と が で き る。  

 



 

 
（配 当 ⾦ の 除 斥 期 間）  

第 45 条 配 当 財 産 が、 そ の ⽀ 払 開 始 の ⽇ か ら 満 3 年 を 経 過 し て も な お 受 領 さ 
れ な い と き は、 当 会 社 は そ の ⽀ 払 義 務 を 免 れ る。  

 
 
附 則  
1 、 平 成 9 年 11 ⽉ 26 ⽇ 付 制 定 （組 織 変 更 に 伴 う 株 式 会 社 定 款 と し て）  
2 、 平 成 11 年 12 ⽉ 24 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
3 、 平 成 11 年 12 ⽉ 27 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
4 、 平 成 12 年 5 ⽉ 26 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
5 、 平 成 12 年 12 ⽉ 22 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
6 、 平 成 13 年 4 ⽉ 25 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
7 、 平 成 13 年 12 ⽉ 4 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
8 、 平 成 13 年 12 ⽉ 21 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
9 、 平 成 16 年 12 ⽉ 17 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
10 、 平 成 17 年 4 ⽉ 28 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
11 、 平 成 18 年 12 ⽉ 25 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
12 、 平 成 19 年 5 ⽉ 1 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
13 、 平 成 25 年 12 ⽉ 25 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
14 、 平 成 30 年 12 ⽉ 25 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
15 、 2019 年 5 ⽉ 27 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
16 、 2019 年 6 ⽉ 30 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
17 、 2019 年 8 ⽉ 14 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
18 、 2019 年 9 ⽉ 1 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
19 、 2019 年 12 ⽉ 25 ⽇ 付 ⼀ 部 改 正  
 

 


